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特別養護老人ホームほしのおか 重要事項説明書 

（指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護） 

 

 

 

 

 

 

 

 

当施設はご入居者に対して指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護サービス（以下「サ

ービス」という。）を提供します。施設の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただ

きたいことを次のとおり説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人名石会 特別養護老人ホームほしのおか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当施設は介護保険の指定を受けています。 

（松山市指定 第３８９０１０１７３０号） 

当施設への入所は原則として要介護認定の結果「要介護３以上」と認定された方が基本的

に対象となります。 
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１．施設経営法人 

（１）法人名        社会福祉法人 名石会 

（２）法人所在地      愛媛県松山市星岡一丁目３１番７号 

（３）電話番号       ０８９-９０９－５４５４ ＦＡＸ ０８９－９０５－３３８８ 

（４）代表者氏名      理事長  石 山  将 

（５）設立年月       平成２６年１０月２３日 

 

２．ご利用施設 

（１）施設の種類      指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

事業所番号３８９０１０１７３０ 

（２）施設の目的 

個別プランに基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭において、入浴、排

泄、食事等の介助、口腔ケア、栄養管理、服薬管理、相談及び援助、社会生活上の便宜の供

与、その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上のお世話を行うことにより、

ご入居者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目的

とします。 

（３）施設の名称      特別養護老人ホームほしのおか 

（４）施設の所在地     愛媛県松山市星岡一丁目３１番７号 

（５）電話番号       ０８９－９０９－５４５４ 

（６）管理者氏名      菊川 浩史 

（７）介護サービス提供の方針 

ご入居者自身、ご入居者のご家族、地域の住民、そして、福祉に関心を持つ人々の誰が見て

も理解できる分かりやすいコンセプトを提案しながら、良質のサービス・ケアを提供していき

ます。 

介護は、生命や生活を支え、生活を豊かにする援助活動であるため、人権尊重を念頭に置き

以下の方針に基づき介護サービスを提供します。 

・個別性の重視             ・自己決定、自己選択を可能な限り尊重 

・残存能力に着目した自助、自立援助   ・プライバシーの確保 

・予防的、維持的リハビリテーションの実施 

・居宅ケアと施設ケアの連携による継続的、総合的なサービスの確立 

（８）開設年月 平成３０年７月１９日 

（９）入居定員 ３ユニット２９名 

（ユニット１入居定員 １０名、ユニット２入居定員 ９名、ユニット３入居定員 １０名） 

 

３．施設の概要 

（１）建物の構造 鉄骨造 地上３階 

（２）建物の延べ床面積   １，９６８．３㎡ 
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（３）併設事業 

当施設では、次の事業を併設して実施しています。 

[短期入所生活介護] 平成３０年７月１９日指定 3870112194号  定員９名 

[小規模多機能型居宅介護] 平成３０年７月１９日指定 3890101748号 登録定員２４名 

 

４．居室等の概要 

当施設では以下の居室・設備をご用意しています。ご入居される居室は、原則として１人部屋

です。 

居室・設備の種類 室   数 備   考 

ユニット１ 個室（1 人部屋） １０室 洗面所、ナースコール付 

共同生活室 １室 パントリー、洗面所付 

トイレ ４か所 車いす対応、ナースコール付 

ユニット２ 個室（1 人部屋） ９室 洗面所、ナースコール付 

共同生活室 １室 パントリー、洗面所付 

トイレ ４か所 車いす対応、ナースコール付 

ユニット３ 個室（1 人部屋） １０室 洗面所、ナースコール付 

共同生活室 １室 パントリー、洗面所付 

トイレ ４か所 車いす対応、ナースコール付 

浴室 ４室 特殊浴槽・機械個浴 

医務室 １室 パントリー、洗面所付 

☆居室の変更：ご入居者から居室の変更希望の申し出があった場合は、居室の空き状況により施

設でその可否を決定します。また、ご入居者の心身の状況により居室を変更する場合もありま

す。その際には、ご入居者やご家族等と協議のうえ決定するものとします。 

 

５．契約締結からサービス提供までの流れ 

ご入居者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、ご入居後作成する「地

域密着型施設サービス計画（ケアプラン）」（以下「施設サービス計画」という。）に定めま

す。 

施設サービス計画の作成及びその変更は次のとおり行います。 

①当施設の介護支援専門員（ケアマネジャー）に施設サービス計画の原案作成やそのために必要

な調査等の業務を担当させます。 

②その担当者は施設サービス計画の原案について、ご入居者及びその家族等に対して説明し、ご

入居者の同意を得たうえで決定します。 

③施設サービス計画は、当該計画に定めるサービス提供期間に１回、もしくはご入居者及びその

家族等の要請に応じて、変更の必要があるかどうかを確認し、変更の必要のある場合には、ご入

居者及びその家族等と協議して、施設サービス計画を変更します。 

④施設サービス計画が変更された場合には、ご入居者に対して書面を交付し、その内容を確認し

ていただきます。 
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６．職員の配置状況 

当施設では、ご入居者に対してサービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置して

います。 

〈主な職員の配置状況〉※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

職 種 業務内容 員数 備 考 

管理者 施設の業務を統括します。 １名 介護支援専門員兼務 

事務職員 施設の庶務及び会計事務に従事します。 １名  

介護職員  

ご入居者の日常生活上の介護並びに健康保持

のための相談・助言等を行います。 
１０名 

以上 
うち１名以上は常勤職員 

生活相談員  
ご入居者の日常生活上の相談に応じ、適宜生

活支援を行います。 
１名以上 うち１名以上は常勤職員 

看護職員  

主にご入居者の健康管理や療養上の世話を行

いますが、日常生活上の介護、介助等も行い

ます。 

１名以上 うち１名以上は常勤職員 

機能訓練指導員  ご入居者の機能訓練を担当します。 １名以上  

介護支援専門員 ご入居者の介護計画を作成・管理します。 １名以上 管理者兼務 

医師 
ご入居者に対して健康管理及び療養上の指導

を行います。 
１名 

協力医療機関 

嘱託医 

栄養士 
ご入居者の嗜好、身体状況に合わせた食事提

供業務を行います。 

１名以上 

 
 

 ※併設している短期入所生活介護及び小規模多機能型居宅介護の員数も含む 

 

<主な職種の勤務体制> 

職 種 勤 務 体 制 

管理者 日勤 ８：３０～１７：３０ 

事務職員 日勤 ８：３０～１７：３０ 

生活相談員、介護支援専門員 日勤 ８：３０～１７：３０ 

医師 毎週火曜 １０：００～１２：００ 

介護職員 

看護職員 

機能訓練指導員 

早出 ７：００～１６：００ 

日勤 ８：００～１７：００ 

遅出 １０：００～１９：００ 

夜勤 １６：００～１０：００ 

栄養士 日勤 ８：３０～１７：３０ 

７．当施設が提供するサービスと利用料金 

当施設では、ご入居者に対して以下のサービスを提供します。 

当施設が提供するサービスについては、 

(１)利用料金が介護保険から給付される場合 

利用料金全額をご入居者に負担いただく場合があります。 
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（２）介護保険の給付の対象となるサービス 

<サービスの概要> 

①食事 

・当施設では、栄養士の立てる献立表により、栄養並びにご入居者の身体の状況及び嗜好を考慮

した食事を提供します。 

・ご入居者の自立支援のため離床して共同生活室（各ユニット）にて食事をとっていただくこと

を原則としています。 

（食事時間）朝食：８：００～ 昼食：１２：００～ 夕食：１８：００～ 

・可能な限り、ご入居者のリズムに合わせて提供します。 

②入浴 

・入浴又清拭は原則として週２回以上行います。 

・寝たきりの方でも機械浴槽を使用して入浴することができます。 

③排泄 

・排泄の自立を促すため、ご入居者の身体能力を最大限活用した援助を行います。 

④機能訓練 

・ご入居者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能の維持、回復又はその減退

を防止するための訓練を看護職員、介護職員、生活相談員がチームとなり、担当者が実施しま

す。 

⑤健康管理 

・医師や看護職員が、健康管理を行います。 

・24 時間連絡体制を整備しています。 

・終末期については、ご入居者・ご家族の意向に沿って対応いたします。 

・年１回の定期健康診断を行います。 

⑥その他自立への支援 

・寝たきり防止のため、できるかぎり離床に配慮します。 

・生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。 

・清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるよう援助します。 

<サービス利用料金> 

別添の料金表によって、ご入居者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除

いた金額（自己負担額）と食費並びに居住費（光熱水費+部屋代）の合計金額をお支払い下さい。ま

た体制加算届出状況により、必要に応じ以下の加算を算定します。 

・初期加算 ３０単位／日 

入居した日から起算して３０日以内の期間算定いたします。 

～認知症のご入居者に係わる加算～ 

・若年性認知症入所者受入加算 １２０単位／日 

若年性認知症入居者を受け入れると共に、そのご入居者ごとに個別の担当者を定め、当該ご入居

者の特性やニーズに応じたサービスを提供した場合に算定いたします。 

～食事栄養に係る加算～ 

・療養食加算 ６単位／回（１日３回） 
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 ご入居者の病状等に応じて、管理栄養士により食事提供が管理され、嘱託医より疾患治療の直接

手段として発行された食事箋に基づいて療養食を提供致します。 

～その他の加算～ 

・看護体制加算（Ⅰ）イ １２単位／日 

入所定員が30名以上50名以下であり常勤の看護師を1名以上配置している場合に算定いたしま

す。 

・協力医療機関連携加算（Ⅱ） ５単位／月 

 協力医療機関との間で入所者の同意を得て情報を共有する会議を開き概要を記録している場合、

入所者の病状が急変した場合において協力医療機関の医師及び看護職員への相談を行う体制が常

時確保されている場合に算定いたします。 

・特別通院送迎加算 ５９４単位／月 

 定期的かつ継続的に透析を必要とするご入居者であって、その家族や病院等による送迎が困難で

ある等やむを得ない事情があるご入居者に対して、１カ月に１２回以上通院のため送迎を行った

場合に算定いたします。 

・科学的介護推進体制加算（Ⅱ） ５０単位／月 

 入所者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基

本的な情報及び入所者ごとの疾病の状況等の情報を厚生労働省（LIFE）に提出し必要に応じて見

直し、PDCAサイクルにより質の高いサービスを実施する体制を構築できている場合に算定いたし

ます。 

・安全対策体制加算 ２０単位／日（入所日のみ） 

 安全管理部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制を整備している場合に算定いたしま

す。 

・介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）サービス利用料合計に13.6％相当の加算／月 

 介護職員等の処遇改善（賃金引き上げなど）を目的に加算されます。 

～退所等の相談援助に係る加算～ 

・退所前訪問相談援助加算 ４６０単位／回 ＜最大２回＞ 

入居期間が１カ月を超えると見込まれるご入居者の退居に先立って介護支援専門員、生活相談

員、看護職員、機能訓練指導員又は医師のいずれかの職種の者が、当該入居者が退居後生活する

居宅を訪問し、当該ご入居者及びその家族等に対して退居後の居宅サービス、地域密着型サービ

スその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助を行った場合に、入居中１回

（入居後早期に退居前訪問相談援助の必要があると認められるご入居者にあっては２回）を限度

に算定いたします。 

 ご入居者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等（病院、診療所及び介護保険施設を

除く。）にご入居する場合であって、当該ご入居者の同意を得て、当該社会福祉施設等を訪問

し、連絡調整、情報提供等を行った時も算定いたします。 

・退所後訪問相談援助加算 ４６０単位／回＜１回＞ 

 ご入居者の退所後30日以内にご入居者の居宅を訪問して相談援助を行った場合に算定いたしま

す。 

・退所時相談援助加算 ４００単位／回 ＜１回＞ 
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入居期間が１カ月を超えるご入居者が退所し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サ

ービスを利用する場合において、当該入居者の退所時に当該入居者及びその家族等に対して退所

後の居宅サービス、地域密着型サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相

談援助を行い、かつ、当該入居者の同意を得て、退居の日から２週間以内に退居後の居住地を管

轄する市町及び老人介護支援センターに対して、介護状況を示す文書により情報を提供した場合

に算定いたします。なお、そのご入居者が居宅ではなく、他の社会福祉施設等（病院、診療所、

介護保険施設を除く）にご入居する場合であって、当該入居者の同意を得て訪問、連絡調整、情

報提供等を行った場合も同様に算定いたします。 

・退所前連携加算 ５００単位／回 ＜１回＞ 

入居期間が１カ月を超えるご入居者が退居し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サ

ービスを利用する場合において、当該入居者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対し

て、当該入居者の同意を得て必要な情報を文書で提供し、かつ、退所後に当該指定居宅介護支援

事業者と連携して利用に関する調整を行った場合に算定いたします。 

・退所時情報提供加算 ２５０単位／回＜１回＞ 

 医療機関への入院のため退所する入居者について、退所後の医療機関に対して入居者を紹介する

際、入居者の同意を得て、当該入居者の心身の状況、生活歴等を示す情報を提供した場合に算定

いたします。 

～在宅復帰に係わる加算～ 

・在宅復帰支援機能加算 １０単位／日 

ご入居者が在宅復帰するにあたり、その家族との連絡調整を行うとともに、希望する指定居宅介

護支援事業者に対して、必要な情報の提供や退所後のサービス利用に関する調整を行った場合に

算定いたします。 

～福祉施設外泊時費用～ 

・入院・外泊加算 ２４６単位／日 ＜１カ月に６日を限度＞ 

病院又は診療所への入院を要した場合及び、居宅における外泊を認めた場合に算定いたします。 

＜算定例＞入院又は外泊期間 ＝ １月２日～１月１１日の場合 

※１月 ３日～１月 ８日の６日間に関して、外泊加算を算定 

入院又は外泊期間 ＝ １月２５日～３月８日の場合 

※１月２６日～１月３１日の６日間に関して、外泊加算を算定 

２月 １日～２月 ６日の６日間に関して、外泊加算を算定 

２月 ７日～３月 ７日に関しては、算定不可 

 

※介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご入居者の負担額を変

更します。 

※職員の配置状況等により算定する加算が変動します。 

※入居後の要介護度が変更となる場合は利用料金も変更されるため、自己負担額が変わります。 

 

（２）介護保険の給付対象とならないサービス 

以下のサービスは、利用料金の全額がご入居者の負担となります。 
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<サービスの概要と利用料金> 

①特別な食事（酒を含みます。） 

ご入居者のご希望に基づいて特別な食事を提供します。 利用料金：要した費用の実費 

②理髪・美容［理髪サービス］ 

月に１回、理美容師の出張による理髪サービス（調髪、顔剃）をご利用いただけます。 

利用料金：実費（理美容業者にお支払いいただきます。） 

③貴重品の管理 

ご入居者の希望により、貴重品管理サービスをご利用いただけます。 

○管理する金銭の形態：施設の指定する金融機関に預け入れている預金又は現金 

○お預かりするもの：上記預貯金通帳と金融機関へ届出た印鑑、小口現金等 

○保管管理者：管理者 

○管理費：１ヶ月：１，０００円（残高報告を行う。） 

 

④複写物の交付 

ご入居者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要とする場合

には実費をご負担いただきます。 1 枚につき：２０円 

⑤教養娯楽費 

ご入居者の希望によりレクリエーションやクラブ活動（少人数・少グループ）に参加していただ

くことができます。 利用料金：材料代等の実費相当分をいただきます。 

⑥おやつ 

ご入居者のご希望に基づいておやつを提供いたします。 

ご入居者の希望によりおやつの提供の有無を選択することができます。 

利用料金：７０円（日額） 

⑦健康管理費（インフルエンザ予防接種に係る費用等） 実費 

⑧食費 （基準額費用）１，４４５円／１日あたり 

※「介護保険負担額認定証」保有の方は記載金額適用となります。 

⑨居住費（光熱水費及び部屋代） （基準額費用）２，０６６円／１日あたり 

※「介護保険負担額認定証」保有の方は記載金額適用となります。 

※入院期間中であっても、居住費をご負担していただきます。 

⑩通院の送迎 

協力医療機関への定期受診等の送迎はご負担いただきません。 

⑪居室内において使用する電気器具の電気代 １品目につき５５円／日 

⑫日用品費 実費 

サービス提供の中で、日常生活においても通常必要となるものにかかる費用で、ご入居者が負担

することが適当と認められる費用について、実費を徴収いたします。 

 ※おむつ代はご負担の必要はありません。 

（３）利用料金のお支払い方法 

前記（１）、（２）の料金・費用は、１か月ごとに計算し、ご利用月の翌月２０日までにご入

居者にご請求しますので、翌月末日までに以下のいずれかの方法でお支払いいただきます。（１
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か月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額としま

す。） 

ア．指定金融機関口座からの自動引き落とし 

イ．下記指定口座への振り込み 

愛媛銀行 北条支店 普通預金 口座番号：8976339 

口座名義人：社会福祉法人 名石会 理事長 石山 将 

 

（４）入院治療等について 

下記協力医療機関において入院治療や歯科診療等を受けることができます。（但し、下記医療

機関での診療・入院治療を義務づけるものではありません。） 

協力医療機関 

医療機関の名称  医療法人聖光会 鷹の子病院 

所在地  愛媛県松山市鷹子町５２５番地１ 

診療科  脳神経外科・耳鼻咽喉科・内科・循環器内科・眼科・呼吸器科・ 

リハビリテーション科 

医療機関の名称  医療法人盡己会カネコデンタルオフィス 

所在地  愛媛県松山市湊町４丁目２-５ 

診療科  歯科 

８．サービス提供の記録 

（１）ご入居者ご自身に関する施設サービス実施記録を閲覧できます。 

（２）ご入居者ご自身に関する施設サービス実施記録の複写物の交付を受けることができます。そ 

  の場合、複写に係る実費（２０円／枚）をいただきます。 

（３）施設サービス実施記録はその完結の日から５年間事業所で保管します。 

 

９．秘密の保持と個人情報の保護について 

（１）事業者及び職員は、サービスを提供する上で知り得たご入居者又はその家族等に関する事項

を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約が終了した後も継続しま

す。 

（２）事業者は、ご入居者に医療上、緊急の必要性がある場合には、医療機関等にご入居者に関す

る心身等の情報を提供できるものとします。 

（３）前２項にかかわらず、ご入居者に係る居宅介護支援事業者等との連携を図るなど正当な理由

がある場合には、その情報が用いられる者の事前の同意を文書により得た上で、ご入居者又は

ご入居者の家族等の個人情報を用いることができるものとします。 

 

１０．緊急時の対応について 

  サービス提供時のご入居者の状態が急変した場合、その他必要な場合は、速やかに嘱託医や協

力医療機関への連絡等必要な措置を講じます。 

 

１１．事故発生時の対応について 
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当施設のサービス提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、家族等への連絡等必

要な措置を講ずるとともに、事故の状況及び事故に関してとった措置を記録します。併せて事故

発生の原因、再発防止の検討を行います。 

 

１２．損害賠償について 

当施設において、事業者の責任によりご入居者に生じた損害については、事業者は速やかにそ

の損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。ただし、その損害の発生に

ついて、ご入居者に故意又は過失が認められる場合には、ご入居者の置かれた心身の状況を斟酌

して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠償責任を減じる場合があります。 

 

１３．身体拘束の廃止 

１、当施設は、介護サービスの提供に当たっては、当該ご入居者又は他のご入居者等の生命又は

身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他のご入居者の行動を制限する

行為を行いません。 

２、当施設は、前項の身体拘束を行う場合には、次の手続きにより行います。 

（１）身体拘束廃止委員会を設置し、ご入居者又は、他のご入居者の生命や身体が危険にさらされ

ている可能性が著しく高いこと（切迫性）、身体拘束、その他の行動制限を行う以外に代替する

介護方法がないこと（非代替性）、身体拘束、その他の行動制限が一時的なものであること（一

時性）に該当するか検討します。 

（２）「身体拘束に関する説明書・経過観察記録」に身体拘束にかかる内容、時間、その際のご入

居者の心身の状況並びに緊急やむを得なかった理由を記録します。 

（３）ご入居者又は家族に説明し、その他方法がなかったか改善方法を検討します。 

 

１４．施設利用の留意事項 

当施設のご利用にあたって、施設に入居されているご入居者の共同生活の場としての快適性、

安全性を確保するため、下記の事項をお守り下さい。 

（１）所持品の管理 

衣料等の日用品や装飾品は、特に依頼のない場合は自己管理して下さい。 

ハサミ等の刃物については、自己管理が難しいと判断した場合、職員が保管、管理します。 

（２）面会 

面会時間は、原則として８：００～２０：００とします。 

※来訪者は、必ずその都度職員に届け出てください。 

なお、来訪される場合、持ち込み品は、必ず職員にお知らせいただき、１階事務所内にて

面会名簿の記帳をいただきます。また、ペットの同伴はご遠慮ください。 

（３）外出・外泊 

外出、外泊をされる場合は、原則として４日前までにお申し出下さい。 

（４）食事 

食事が不要な場合は、４日前までにお申し出下さい。４日前までに申し出があった場合に

は、重要事項説明書 ７（２）⑧に定める「食事に係る自己負担額」は減免されます。 
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（５）協力医療機関以外への受診 

原則的にご家族、身元引受人による付添いをお願いいたします。ただし、緊急性を要する場

合等については職員が行うこともあります。 

（６）現金等の管理 

紛失等のトラブルを避ける為、現金による所持は必要最低限にお願いします。万一紛失した

場合、施設は責任を負いかねます。 

（７）施設・設備の使用上の注意 

○居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って利用して下さい。 

○故意に、又はわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を壊したり、汚

したりした場合には、ご入居者に自己負担により原状に復していただくか、又は相当の代価を

お支払いいただく場合があります。 

○ご入居者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認められる場合に

は、ご入居者の居室内に立ち入り、必要な措置をとることができるものとします。但し、その

場合、ご本人のプライバシー等の保護について、十分な配慮を行います。 

○当施設の職員や他の入居者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動を行

うことはできません。 

○迷惑行為等、騒音等、他のご入居者の迷惑になる行為はご遠慮願います。 

（８）喫煙・飲酒 

施設外の喫煙スペース以外での喫煙はできません。飲酒については、原則として出来ませ

ん。ただし、クリスマス会、忘年会、新年会等のイベント時にはご提供させていただく場合

もございます。 

 

１５．残置物引取人（身元引受人） 

入居契約が終了した後、当施設に残されたご入居者の所持品(残置物)をご入居者自身が引き取

れない場合に備えて、「残置物引取人（身元引受人）」を定めていただきます。 

当施設は、｢残置物引取人（身元引受人）｣に連絡のうえ、残置物を引き取っていただきます。 

また、引渡しにかかる費用については、ご入居者又は残置物引取人（身元引受人）にご負担い

ただきます。 

 

１６．苦情の受付について 

（１） 当施設における苦情の受付 

当施設における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

 

解決が困難な場合には、第三者委員の立ち合いに基づき解決を図ります。 

苦情申し立て       解決しない場合 

利用者    苦情受付担当者    第三者委員 

市町村で処理が困難な場合 

苦情解決責任者    市町村            国保連 
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○苦情受付窓口（担当者）三好 祐子 ［職名］生活相談員 

（責任者）菊川 浩史 ［職名］管理者 

○受付時間 平日 ８：３０～１７：３０ Ｔｅｌ（０８９）９０９－５４５４ 

※また、各階サービスステーションにご意見箱を設置しております。原則として毎月1 回、回収

しご意見、苦情に対し解決に努めます。 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

松山市役所指導監査課 

松山市二番町四丁目７－２ 別館２階 

Ｔｅｌ （０８９）９４８－６８６７ 

受付時間 平日８：３０～１７：１５ 

愛媛県社会福祉協議会内 

愛媛県福祉サービス運営適正化委員会 

松山市持田町三丁目８－１５ 

Ｔｅｌ （０８９）９９８－３４７７ 

受付時間 平日９：００～１２：００ 

        １３：００～１６：３０ 

愛媛県国民健康保険団体連合会 

松山市高岡町１０１－１ 

Ｔｅｌ （０８９）９６８－８７００ 

受付時間 平日８：３０～１７：１５ 

（３）利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等 

アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組 あり 

福祉サービス第三者評価の実施 なし 結果の公表 なし 

 

 

１７．虐待防止について 

・虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じます。 

・虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等の活用可能）を定期的に開催す 

るとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ります。 

・虐待の防止のための指針を整備いたします。 

・職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施いたします。 

・上記措置を適切に実施するための担当者を置きます。 
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令和    年    月    日 

 

サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

 

事業者 社会福祉法人名石会  施設名 特別養護老人ホームほしのおか 

説明者 職名            氏名              印 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、サービスの提供開始に同意しまし

た。 

 

 

ご入居者  住 所 

 

氏 名                          印 

 

 

身元引受人 住 所 

 

氏 名                          印 


